
理学療法士業務指針 

（公益社団法人日本理学療法士協会） 

 

 近年におけるリハビリテーション・医療の進展は、心身の機能に発生した多様な障害をできるだけ改善

するために、医師を中心に看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士、臨床工学技士、医療ソーシャ

ルワーカー、言語聴覚士など多くの医療関連職種が連携するチーム医療を必須なものとしてきた。 

 理学療法士の業務については、「理学療法士及び作業療法士法」（昭和４０年６月）にその定義とともに

規定されている。その後、理学療法士の業務は、国民の医療需要の多様化に伴い対象者および業務の内容

が医学、医療の発展を反映する方向に展開してきている。従って、現行法の「身体に障害のある者」とい

う対象者についてみると脳性麻痺の超早期療育、脳卒中に対する発症直後からの早期リハビリテーション

の必要性、および在宅老人の寝たきり予防や心身の機能維持・増進を図るための働きかけの必要性など今

日では対象者の範囲が拡大されている。また、理学療法士の業務内容の定義についても、より効果的なリ

ハビリテーション・医療の実現を目指した理学療法の内容が要請され実施されている現状にある。 

 理学療法士は、多様な障害あるいは重複した障害に取組むチーム医療の一員として業務を適切に、かつ

円滑に行うことが期待されている。この理学療法士業務指針は、理学療法士の役割および責任を明らかに

することで各職種間の連携を一層促進することを通してリハビリテーション・医療・保健・福祉の向上に

貢献することを目的に定めるものである。 

 今日、理学療法士の業務の場は、療養所、診療所、一般病院、らい病院、精神病院、老人病院等の医療

機関、老人保健施設および社会福祉施設に併設される医療機関のみにとどまらず、理学療法の知識・技術

に立脚し地域活動、学校、社会福祉施設などの保健・福祉にかかわるあらゆる分野にわたっている。 

 この業務指針は、理学療法士の業務の標準を示すものであるが、実際の業務の遂行にあたっては、施設

の整備状況、業務の目的、あるいは理学療法士の経験などを配慮した運用が望まれる。 

 なおこの業務指針は、理学療法士の業務の定型化・固定化を意図するものではなく、今後の医療需要の

変化やリハビリテーション・医療の進展に伴う柔軟な対応を図り、必要に応じ適時見直されるべきもので

ある。 

 

業務全般に関する事項 

  

【目的】 

 １．理学療法士は、身体に障害のある者、また、障害の発生が予測される者に対し、その基本的動作能

力の回復や心身の機能の維持・向上を図 るため、治療体操その他の運動を行わせ、電気刺激、光線、徒

手的操作（マッサージ他）、温熱水治その他の物理的手段を加えることを業務とし、もって保健・医療・福

祉の普及および向上に寄与することを目的とする。 

 

【研鑚および資質の向上】 

 ２．理学療法士は、リハビリテーション・医療の知識・技術についての動向等に関する情報収集、他の

関連分野の知識、医療をめぐる問題等にも注意を払うなど、常に研鑚に励み、専門職としての資質を向上

させるようつとめる。 

 

【基本的姿勢】 

 ３．理学療法士は、専門技術者であることを十分認識し、最善の努力を払い業務を遂行するものとする。 

 

【チーム医療での協調】 

 ４．理学療法士は、リハビリテーション・医療のチームの一員として医師、看護師、作業療法士、義肢

装具士、臨床工学技士、医療ソーシャルワーカー、言語聴覚士など多くの医療関連職種と緊密な連携を保

ち、より円滑で効果的な医療を行うようつとめるものとする。 

 

 



【法の遵守】 

 ５．理学療法士は、業務の遂行にあたり理学療法士及び作業療法士法の主旨を十分理解するとともに、

関連法規を遵守しなければならない。 

 

【守秘義務】 

 ６．理学療法士は、業務上知りえた秘密を正当な理由無くして他人に漏らしてはならない。これは理学

療法士でなくなった後においても同様とする。 

 

【対象者・家族への説明】 

 ７．理学療法士は、対象者の病態や治療内容について対象者又はその家族から説明を求められた時には、

その旨を医師に報告する。 

  理学療法士は、対象者の理学療法の評価・目的・内容について対象者又はその家族等その都度適切に

説明するものとする。 

 

【記録の整備・保存】 

 ８．理学療法士は、リハビリテーション・医療において医師より指示された対象者毎に記録を作成し、

少なくとも５年間は保存するものとする。また、理学療法上必要な記録を整備保存する。 

 

【安全性の配慮・事故の防止】 

 ９．理学療法士は、理学療法実施に当たって、事故防止に努め万全の配慮の下に行う。 

 

【教育】 

１０．理学療法士は、理学療法士になろうとする者の育成に努め、臨床実習教育等に協力するようつとめ

る。 

 

医師の指示に関する事項 

 

 １．理学療法士は、医師の指示の下に理学療法を実施するものとする。 

 

 ２．理学療法士は、個別の業務を行うにあたって、その都度医師の具体的な指示を受けることを必ずし

も必要としないが、但しその業務は、全体として医師の指示により行われるものとする。 

 

 ３．理学療法士は、医師から理学療法遂行の対象者について留意すべき事項に関し書面等により指示を

あらかじめ受けるものとする。理学療法士は、疑義がある点について医師に確認を求めるものとする。 

 

理学療法士の個別業務に関する事項 

 

【対象】 

 １．理学療法士は、そのリハビリテーション・医療における対象として入院医療、在宅医療にわたり、

骨関節機能、神経筋機能、心肺循環器機能、代謝機能などの疾病の特性を考慮し身体に障害のある者、ま

たは障害の発生が予想される者を対象とする。 

 身体に障害のある者とは、永続的・一時的であることを問わず、疾病・外傷・先天的な要因によって身

体の諸機能になんらかの障害を有する者、基本的動作能力に障害のある者、また障害の発生が予測される

者を含む。 

 

【評価・理学療法計画作成】 

 ２．理学療法士は、理学療法を行うに際しては、理学療法計画を検査・測定、評価に基づいて作成する。

また評価のための検査・測定は、医師の指示により単独に行われることもある。 

 理学療法士は、理学療法治療計画の修正、再選択のために定期的な再評価を実施し、理学療法の効果を

把握するのに最終評価を行う。 



【治療】 

 ３．理学療法士は、主として次の理学療法を行う。 

  １）基本的動作能力の回復を図るために、治療体操その他の運動を行わせる運動療法。 

  ２）骨関節機能、神経筋機能、心肺循環器機能、代謝機能などの改善を図る運動療法。 

  ３）電気刺激、徒手的操作（マッサージ他）、温熱、水治、光線その他の物理的手段を加えることを治

療として行う物理療法。 

  ４）基本的動作能力の改善をより実用的なものとするための日常生活動作指導。 

  ５）基本的動作能力の回復を図り治療体操その他の運動を行わせ、日常生活動作の効率を向上させる。

また、生活適応の拡大に必要な補装具、リハビリテーション機器、福祉機器等を選定・開発し、日常生活

周辺の環境を整備指導する。 

  ６）運動療法の補助的手段として、スポーツ、遊戯、ダンスなどを用いる。 

 

【予防】 

 ４．理学療法士は、在宅老人の寝たきり予防や心身の機能維持、産業・農村医学領域での腰痛などの予

防を図るための指導や運動療法を行う。 

 

【指導】 

 ５．理学療法士は、理学療法の実施にあたり次のような指導を行う。 

  １）理学療法士は、リハビリテーション・医療において、対象者の基本的動作能力の維持・向上を図

るため、対象者・家族に指導を行う。 

  ２）理学療法士は、対象者が退院する際には必要に応じて、対象者や家族に退院時の指導を行う。 

  ３）理学療法士は、必要に応じて対象者を訪問し、指導する。 

  ４）理学療法士は、地域社会や公共団体の地域保健・福祉計画の策定に協力する。 

 

【記録】 

 ６．理学療法士は、リハビリテーション・医療において、理学療法計画のために行われた検査・測定、

評価などの記録、並びに、理学療法計画にもとづいてて実施された理学療法について 対象者毎に記録を

作成する。 

 

【機器の保守・点検】 

 ７．理学療法士は、理学療法に使用される機器に関し治療に支障のないように保守及び管理を行う。 

 

特記事項 

 １．理学療法士の業務は、作業療法士の業務と最も関連の強いものであり、治療の場に於いてはそれぞ

れに専門性を活かした役割を担っている。理学療法士業務と作業療法士業務の共通領域には日常生活に必

要な動作の訓練や生活環境の調整（家屋改造への指導等）があり、対象者のより良い生活実現のために各々

の役割分担を事前に調整し有機的に業務を遂行するようつとめる。 

 

 ２．理学療法士は、義肢装具士と連携のもとに、義肢装具を使用する対象者に対して、義肢装具の適合・

調整や装着訓練を実施する。 

 

 ３．理学療法士は、臨床工学技士と連携のもと、生命維持装置管理下にある対象者に対し理学療法を実

施する。 

 

 ４．理学療法士は、在宅対象者に理学療法を実施する場合にも本業務指針を遵守する。 

                          （平成７年12月９日制定） 

                          （平成24年4月1日一部改正） 


